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富 士 見 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て 

 富士見市税条例（昭和３２年条例第１５号）等の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定する。 
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提 案 理 由 

地方税法等の一部改正に伴い、富士見市税条例等の一部を改正したいので、地方自

治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出します。 

  



 

 

富 士 見 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

（富士見市税条例の一部改正） 

第１条 富士見市税条例（昭和３２年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第２４条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象

扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

第３６条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者

に限る」に改める。 

附則第５条第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対

象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

（富士見市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 富士見市税条例の一部を改正する条例（令和２年条例第２２号）の一部を次

のように改正する。 

第２条のうち、富士見市税条例第４８条第１０項の改正規定中「第３２１条の８

第５２項」を「第３２１条の８第６０項」に、「同条第５２項」を「同条第６０項」

に改め、同条第１６項の改正規定中「第３２１条の８第６１項」を「第３２１条の

８第６９項」に改め、同条例第５０条第４項の改正規定中「又は第３１項」に」の

次に「、「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５の４第４項」に」を加

え、同条例第５２条の改正規定中「第５２条第４項」を「第５２条第３項中「第 

４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５の４第４項」に改め、同条第４項」

に改め、同条例附則第３条の２第２項及び第４条第１項の改正規定を次のように改

める。 

 附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

第２条のうち、富士見市税条例附則第３条の２第２項の改正規定の次に次のよう

に加える。 

附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第８１条の２４第１項の

規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書の提出期限」を削

り、同条第２項中「又は法第３２１条の８第４項に規定する連結法人税額の課税標



 

準の算定期間」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中富士見市税条例附則第６条の改正規定 令和４年１月１日 

 (2) 第１条中富士見市税条例第２４条第２項及び第３６条の３の３第１項の改正規

定並びに同条例附則第５条第１項の改正規定並びに次条の規定 令和６年１月１

日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の富士見市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和

５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 


